
調布市工事請負契約における低入札価格調査試行実施基準  

 

 

第１  趣旨  

  この基準は，調布市契約事務規則（昭和３９年調布市規則第３３号）第

２２条の３の規定により落札者を決定する場合における低入札価格調査の

実施について必要な事項を定めるものとする。  

第２  定義  

  この基準において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。  

 (1) 低入札価格調査  落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては

その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

る場合に実施する調査をいう。  

 (2) 調査基準価格  低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。  

 (3) 失格基準価格  契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると

判断する基準となる価格をいう。  

 (4) 調査対象者  調査基準価格を下回る価格で入札をした者のうち，最低

の価格をもって入札をした者をいう。ただし，調布市総合評価落札方式

の試行実施に関する要綱（平成２２年調布市要綱第１０２号）に基づく

総合評価落札方式（以下「総合評価落札方式」という。）による入札に

あっては，同要綱第４の規定により定める落札者決定基準に基づく評価

値（以下「評価値」という。）が最も高く，かつ，調査基準価格を下回

る価格で入札をした者をいう。  

(5) 次順位者  調査対象者の次に低い価格をもって入札をした者をいう。

ただし，総合評価落札方式による入札にあっては，調査対象者の次に評

価値が高い者をいう。  

第３  調査の対象となる契約  

  低入札価格調査の対象となる契約は，予定価格が１３０万円を超える工

事の請負契約で次の各号のいずれかに該当するものとする。  

 (1) 総合評価落札方式による入札を経て締結する契約  



 

 (2) 前号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認める契約  

第４  調査基準価格の算出方法  

調査基準価格は，予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額の

合計額（その額に１，０００円未満の端数がある場合は，これを切り捨て

た額）に，当該合計額に対する消費税及び地方消費税の額（以下「消費税

相当額」という。）を加算した額とする。ただし，その額が，第５項に規

定する上限調査基準価格を超える場合は上限調査基準価格の額とし，同項

に規定する下限調査基準価格未満の場合は下限調査基準価格の額とする。  

 (1) 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額（解体工事にあって

は，１０分の８）  

 (2) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  

 (3) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額  

 (4) 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額  

２  予定価格の算出の基礎となった直接工事費に，現場管理費の一部に相当

する額（以下「現場管理費相当額」という。）が含まれている場合，前項

第１号の直接工事費の額は，現場管理費相当額を減じた額とし，同項第３

号の現場管理費の額は，現場管理費相当額を含めて算定するものとする。  

３  現場管理費相当額を含む直接工事費から現場管理費相当額を明確に算出

することが困難である場合は，現場管理費相当額を含む直接工事費の額に

１０分の１（昇降機設備工事にあっては，１０分の２）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数がある場合は，これを切り捨てた額）を現場管

理費相当額とみなす。  

４  第１項の規定にかかわらず，予定価格の算出の基礎となった額に発生材

（有価物）の売却費及びガス工事費等の額が含まれている場合は，これら

の費用の額を第１項各号に掲げる額の合計額に合算して，同項の規定の例

により調査基準価格を算定するものとする。  

５  上限調査基準価格及び下限調査基準価格は，次の各号に掲げる区分に応

じ，当該各号に定める額とする。  

 (1) 上限調査基準価格  予定価格から消費税相当額を減算した額に１０分

の９ .２を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数がある場合



 

は，これを切り捨てた額）に，当該得た額に対する消費税相当額を加算

した額  

 (2) 下限調査基準価格  予定価格から消費税相当額を減算した額に１０分

の７ .５を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数がある場合

は，これを切り上げた額）に，当該得た額に対する消費税相当額を加算

した額  

６  第１項の規定にかかわらず，市長が特に必要と認める場合は，下限調査

基準価格から上限調査基準価格までの範囲内で調査基準価格を設定するこ

とができる。  

第５  調査基準価格の記載  

市長は，調査基準価格を定めた場合は，予定価格を記載した書面に調査

基準価格を記載するものとする。  

２  市長は，前項の規定にかかわらず，電子入札案件にあっては，同項の規

定により書面に調査基準価格を記載することに代えて，電子入札システム

に登録しなければならない。  

第６  失格基準価格  

市長は，失格基準価格を下回る価格で入札が行われた場合は，当該入札

を無効とし，低入札価格調査を実施しないものとする。  

２  市長は，特に必要と認める場合は，失格基準価格を設定しないことがで

きる。  

第７  落札者の決定の保留  

市長は，入札の結果，調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合

は，落札者の決定を保留するものとする。  

第８  低入札価格調査の実施  

市長は，第７の規定により落札者の決定を保留した場合において，調査

対象者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるときは，

当該調査対象者に対し，低入札価格調査を行うものとする。  

２  市長は，低入札価格調査の実施に当たり，調査対象者に対し，調査に必

要な書類の提出を求めるとともに，必要に応じて事情聴取を行うものとす

る。  



 

３  市長は，調査対象者が前項に規定する調査に必要な書類を提出しない場

合又は事情聴取に応じない場合は，当該調査対象者の入札を無効とする。  

４  低入札価格調査の実施に当たり，市長が特に必要であると認める場合は，

次の各号に掲げる者に意見を求めることができる。  

(1) 当該契約の工事に関する事項を主管する課の課長  

 (2) 前号に掲げる者のほか，市長が特に必要と認める者  

第９  落札者の決定  

  市長は，低入札価格調査の結果，契約の内容に適合した履行がなされる

と認めた場合は，調査対象者を落札者として決定するものとする。  

２  市長は，低入札価格調査の結果，契約の内容に適合した履行がなされな

いと認めた場合は，調査対象者の入札を無効とし，次順位者を落札者とす

る。  

３  市長は，前項の規定により調査対象者の入札を無効とした場合は，当該

調査対象者にその旨を通知するものとする。  

４  市長は，第２項の規定にかかわらず，次順位者が調査基準価格を下回る

価格で入札をした者である場合は，当該次順位者に対して低入札価格調査

を行うものとし，以後落札者を決定するまで，順次低入札価格調査を行う

ものとする。  

第１０  低入札価格調査の結果公表  

  市長は，低入札価格調査の結果，落札者を決定した場合は，当該結果を

公表するものとする。  

第１１  契約保証金  

  低入札価格調査を経て契約を締結する場合における調布市契約事務規則

第３１条に規定する契約保証金の額は，契約金額の１００分の２０以上と

する。  

第１２  監督及び検査体制の強化  

  市長は，低入札価格調査を経て契約を締結した場合は，契約内容の適正

な履行の確保を図るため，監督及び検査体制の強化に努めるものとする。  

第１３  雑則  

この基準に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。  



 

   附  則  

 この基準は，平成３１年４月１日から施行する。  

   附  則  

１  この改正は，令和４年４月１日から施行する。  

２  改正後の調布市工事請負契約における低入札価格調査試行実施基準の規

定は，この基準の施行日以後に公示する一般競争入札及び指名する指名競

争入札に係るものについて適用し，同日前に公示した一般競争入札及び指

名した指名競争入札に係るものについては，なお従前の例による。  

 


